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第６期鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画の策定について 
 

くらしの安心推進課 

１ 第６期計画（案）のポイント 

①犯罪防止編 
・近年急増する特殊詐欺、サイバー犯罪等の防止対策の取組を強化するとともに、社会的に問題になってい
る子どもをはじめとする性犯罪・性暴力被害の未然防止を推進する。 

・窃盗犯のうち自転車盗、万引きが多くを占める（窃盗犯の約６割）ことから、鍵かけ、万引き防止対策の
推進の取組を強化する。 

②犯罪被害者等支援編 
・令和５年度に開催した「犯罪被害者に寄り添う支援のあり方検討会」の意見とりまとめを踏まえて全面改
定し、犯罪被害者等に寄り添った支援が提供できるよう支援体制及び支援施策を強化・拡充する。 

２ 計画案の概要 
（１）計画期間 2024(令和６)年度から2027(令和９)年度までの４年間 

（地方版総合戦略「輝く鳥取創造総合戦略」の計画期間に合わせる。） 

（２）基本目標 
①犯罪防止編 
・県民一人ひとりが防犯意識を高め犯罪防止に向けた自主的な取組を行う。 
・県、警察、市町村、事業者等が連携し、県民が安心して暮らせる社会の実現を目指す。 

  ②犯罪被害者等支援編 
・犯罪被害者等に被害直後から寄り添い、中・長期にわたって切れ目のない支援を提供する。 
・犯罪被害者等に対する県民の理解が深まり犯罪被害者の権利が保護される社会の実現を目指す。 

（３）基本的な方針 

犯罪防止編 犯罪被害者等支援編 

〇自主防犯活動の促進 

〇特殊詐欺、サイバー犯罪防止対策の推進（新設） 

○性犯罪・性暴力被害の未然防止の推進（新設） 

〇子ども、女性、高齢者、障がい者等の安全確保 

〇防犯環境整備の促進 

〇行政が前面に立つ支援体制の整備（新設） 

〇本県独自の新たな経済的支援・損害回復（新設） 

〇精神的・身体的被害の回復・再被害防止 

〇刑事手続への関与拡充 

〇県民、事業者の理解増進と配慮・協力の確保 

 

（４）新たに盛り込む主な取組 

①犯罪防止編 
〇特殊詐欺、サイバー犯罪防止対策の推進 
・コンビニ等と連携した高額電子マネー購入者への声かけ強化、防犯機能付き電話機の市町村を通じた
助成、高齢者向け特殊詐欺被害講座の開催等 

・大学等と連携した消費者講座等においてサイバーセキュリティーなどの啓発、学生等への相談窓口の
周知等 

〇性犯罪・性暴力被害の未然防止の推進 
・保育施設等の職員研修、保育施設等を通じた保護者等への啓発、発達段階に応じた性に関する学びの
場の提供、ＳＮＳ等利用に起因する性犯罪に関する防止啓発等 

②犯罪被害者等支援編 
〇行政が前面に立つ支援体制の整備 
・県と警察が一体となった総合相談窓口を設置し、民間支援団体と連携してワンストップで支援を提供 
・重大事案には、警察、病院等と情報共有、連携して24時間365日体制でアウトリーチ支援 
・支援経験が少ない市町村の窓口のサポート、ワンストップサービス実現に向けた情報提供等 

〇本県独自の新たな経済的支援・損害回復 
・被害直後急性期の配食、家事、介護等の生活支援の提供、生活再建のためのファイナンシャルプランナ
ーの相談支援等 

○県民、事業者の理解増進と配慮・協力の確保 
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度を導入する事業者の認定制度等により、犯罪被害者休暇制
度の普及を推進 

３ パブリックコメントの実施 

意見募集期間 令和６年２月２８日（水）から３月１０日（日）まで 
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４ 主な目標数値 

４－１ 犯罪防止編 

目  標 現状値（令和４年度） 目標値（令和９年度） 

○刑法犯の認知件数 ２，０１７件 ２，０００件以下の定着 

○無施錠による被害割合 

・自転車盜 

・車上ねらい 

・侵入窃盗（住宅対象） 

 

７４．３ ％ 

８９．１ ％ 

８１．８ ％ 

全国平均以下 

（６３．７％以下） 

（６５．２％以下） 

（４９．６％以下） 

○防犯ボランティア団体結成数 １５３ 団体 現状維持以上 

○防犯リーダー研修会参加者数（年間） ６６ 人 １００ 人 

○青色回転灯装備車登録台数 ６４ 台 現状維持以上 

○特殊詐欺の被害認知件数、被害金額 

・被害認知件数 

・被害金額 

 

５１ 件 

１２，６１０ 万円 

 

減少させる 

減少させる 

○小学校の地域・通学路安全マップ作成割合 ８８ ％ １００ ％ 

○子ども安全教室の実施回数 ２１４ 回 ２５０ 回 

○不審者対応訓練（教職員対象）の実施率 

 ・小学校、義務教育学校前期課程 

 ・中学校、義務教育学校後期課程 

 

８６ ％ 

１４ ％ 

 

１００ ％ 

８５ ％ 

○高齢者防犯講習の実施回数 ８９ 回 ２２０ 回 

○消費者見守りネットワーク設置の市町村数 ５ 市町 １９ 市町村 

○ＤＶ予防研修の支援員派遣研修（年間） １１１ 回 １１５ 回 

 

４－２ 犯罪被害者等支援編（新設） 

目  標 現状値（令和４年度） 目標値（令和９年度） 

○県の総合相談窓口の認知度 － ８０％ 

○犯罪被害に係る通報協力医療機関数 － １８医療機関 

○性暴力被害に係る緊急処置等の協力医療機関数 ４３医療機関 ６０医療機関 

○ワンストップ相談窓口設置市町村数 ５市町 １９市町村 

○犯罪被害者支援ボランティア数 ３０人 ５０人 

○犯罪被害者休暇制度の導入企業数 － １０社 

 


